
４．資料

（１）　横浜市景観計画（みなとみらい２１中央地区）区域等
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横浜市景観計画区域
（みなとみらい２１中央地区）

みなとみらい大通り沿道地区
景観重要道路

【壁面の位置の制限】

建築物の高さ３１ｍ以上を超える部分で
道路境界線より４ｍ以上の壁面後退

みなとみらい２１中央地区内の
全ての道路法２条に基づく道路

景観重要都市公園
①グランモール公園／②高島中央公園

景観重要港湾施設
①臨港パーク／②日本丸メモリアルパーク

【景観重要公共施設】



（２）みなとみらい21中央地区都市景観協議地区区域等　
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みなとみらい２１中央地区都市景観協議地区

ペデストリアンネットワーク

みなとみらい大通り

国際大通り



　みなとみらい２１中央地区都市景観形成ガイドライン

　令和７年９月改訂

横浜市都市整備局横浜駅・みなとみらい事業推進課

〒231-0005　横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10

電話 045（671）3516

FAX 045（651）3164

E メール　tb-yokoekimm@city.yokohama.lg.jp 

ウェブサイト https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/

machizukuri-kankyo/toshiseibi/mm21/keikansakutei/keikan.html
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